
 

 

柏 崎 市 空 家 等 管 理 活 用 支 援 法 人 の 指 定 等 に 関 す る 事 務 取 扱 要 綱  

 

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 空 家 等 対 策 の 推 進 に 関 す る 特 別 措 置 法 （ 平 成

２ ６ 年 法 律 第 １ ２ ７ 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 ２ ３ 条 第 １ 項 に

基 づ く 空 家 等 管 理 活 用 支 援 法 人 （ 以 下 「 支 援 法 人 」 と い う 。 ） の

指 定 に 関 し 、 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 支 援 法 人 の 指 定 ）  

第 ２ 条  市 長 は 、 新 潟 県 柏 崎 市 空 家 等 の 適 正 な 管 理 に 関 す る 条 例

（ 平 成 ２ ８ 年 条 例 第 １ １ 号 ） 第 ８ 条 に 定 め る 柏 崎 市 空 家 等 対 策 推

進 協 議 会 か ら の 答 申 に よ り 、 法 第 ２ ４ 条 各 号 に 規 定 す る 業 務 の う

ち 支 援 法 人 の 指 定 が 必 要 な 業 務 で あ る と 認 め ら れ た 場 合 に お い

て 、 当 該 指 定 に 係 る プ ロ ポ ー ザ ル を 実 施 し 、 支 援 法 人 を 指 定 す る

も の と す る 。  

２  前 項 の 指 定 の 有 効 期 間 は 、 当 該 指 定 の 日 か ら 起 算 し て 、 ３ 年 を

経 過 す る 日 の 属 す る 年 度 の 末 日 ま で と す る 。  

（ 支 援 法 人 の 指 定 申 請 ）  

第 ３ 条  法 第 ２ ３ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 支 援 法 人 の 指 定 を 受 け よ

う と す る 者 （ 以 下 「 申 請 者 」 と い う 。 ） は 、 支 援 法 人 の 指 定 に 係

る プ ロ ポ ー ザ ル 実 施 要 領 等 に 定 め ら れ た 期 間 に お い て 、 参 加 意 向

申 出 書 兼 空 家 等 管 理 活 用 支 援 法 人 指 定 申 請 書 （ 別 記 第 １ 号 様 式 ）

に 必 要 書 類 を 添 え て 、 市 長 に 提 出 す る も の と す る 。  

 （ 支 援 法 人 の 指 定 ・ 不 指 定 結 果 通 知 ）  

第 ４ 条  市 長 は 、 支 援 法 人 の 指 定 に 係 る プ ロ ポ ー ザ ル 実 施 の 結 果 通

知 の 日 か ら １ ４ 日 以 内 に 申 請 者 に 対 し 、 空 家 等 管 理 活 用 支 援 法 人

指 定 ・ 不 指 定 結 果 通 知 書 （ 別 記 第 ２ 号 様 式 ） に よ り 支 援 法 人 の 指

定 の 可 否 を 通 知 す る も の と す る 。  

 （ 名 称 等 の 変 更 ）  



 

 

第 ５ 条  法 第 ２ ３ 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ る 変 更 の 届 出 は 、 空 家 等 管 理

活 用 支 援 法 人 名 称 等 変 更 届 出 書 （ 別 記 第 ３ 号 様 式 ） に よ り 行 う も

の と す る 。  

２  支 援 法 人 は 、 そ の 業 務 の 内 容 を 変 更 し よ う と す る と き は 、 あ ら

か じ め 空 家 等 管 理 活 用 支 援 法 人 業 務 変 更 届 出 書 （ 別 記 第 ４ 号 様

式 ） を 市 長 に 提 出 す る も の と す る 。  

 （ 業 務 の 廃 止 ）  

第 ６ 条  支 援 法 人 は 、 そ の 業 務 を 廃 止 し た と き は 、 直 ち に 空 家 等 管

理 活 用 支 援 法 人 業 務 廃 止 届 出 書 （ 別 記 第 ５ 号 様 式 ） に よ り 市 長 に

届 け る も の と す る 。  

２  市 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 業 務 の 廃 止 の 届 出 を 受 け た と き は 、

法 第 ２ ３ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 指 定 を 取 り 消 し 、 空 家 等 管 理 活 用

支 援 法 人 指 定 取 消 書 （ 別 記 第 ６ 号 様 式 ） に よ り 当 該 法 人 に 通 知 す

る も の と す る 。  

３  市 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 指 定 の 取 消 し を し た と き は 、 遅 滞 な

く 、 当 該 支 援 法 人 の 名 称 又 は 商 号 、 住 所 、 事 務 所 又 は 営 業 所 の 所

在 地 及 び 業 務 の 廃 止 の 届 出 を 受 け た 年 月 日 を 公 示 す る も の と す

る 。  

４  前 ２ 項 の 規 定 は 、 第 ９ 条 の 規 定 に よ る 指 定 の 取 消 し に つ い て 準

用 す る 。  

 （ 事 業 の 報 告 ）  

第 ７ 条  支 援 法 人 は 、 事 業 年 度 開 始 前 、 そ の 事 業 年 度 の 事 業 計 画 書

及 び 収 支 予 算 書 等 、 市 長 が 求 め る 書 類 を 提 出 す る も の と す る 。  

２  支 援 法 人 は 、 事 業 年 度 終 了 後 、 遅 滞 な く そ の 事 業 年 度 の 事 業 報

告 書 、 収 支 決 算 書 及 び 貸 借 対 照 表 等 、 市 長 が 求 め る 書 類 を 提 出 す

る も の と す る 。  

 （ 改 善 命 令 ）  

第 ８ 条  市 長 は 、 法 第 ２ ５ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 、 支 援 法 人 が 業 務



 

 

を 適 正 か つ 確 実 に 実 施 し て い な い と 認 め る と き は 、 支 援 法 人 に 対

し 、 そ の 業 務 の 運 営 の 改 善 に 関 し 必 要 な 措 置 を 命 ず る こ と が で き

る 。  

 （ 指 定 の 取 消 し ）  

第 ９ 条  市 長 は 、 法 第 ２ ５ 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ り 、 支 援 法 人 が 法 第

２ ５ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 命 令 に 違 反 し た と き 、 柏 崎 市 プ ロ ポ ー

ザ ル 方 式 実 施 取 扱 要 綱 （ 令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日 施 行 ） 第 ４ 条 第 １ 項 第

１ 号 若 し く は 第 ２ 号 の 規 定 に 該 当 し な く な っ た と き 又 は 不 正 な

手 段 に よ り 指 定 を 受 け た と き は 、 指 定 を 取 り 消 す こ と が で き る 。 

 （ そ の 他 ）  

第 １ ０ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 は 、 別 に 定 め

る 。  

附  則  

こ の 要 綱 は 、 令 和 ５ 年 １ ２ 月 １ ３ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

こ の 要 綱 は 、 令 和 ６ 年 １ ２ 月 ５ 日 か ら 施 行 す る 。  


